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ILO駐日事務所 
法政大学大原社会問題研究所 

国際労働問題シンポジウム 

ILOの移民労働者の公正な処置に 
向けた行動計画 

国連大学で開かれたシンポジウムの模様（10月4日） 

　
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
駐
日
事
務
所

と
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
は
一
〇

月
四
日
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
が
六
月
に
採
択
し
た

「
移
民
労
働
者
の
公
正
な
処
遇
に
向
け
た
行

動
計
画
」（http://w

w
w
.jil.go.jp/foreign 

/jihou/2004_11/ilo_02.htm

）を
テ
ー
マ
に
、

国
際
労
働
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

第
一
七
回
を
迎
え
る
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
の
議
題
の
な
か
か
ら
、
重
要
な

問
題
を
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
も
の
。
今
回

は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
新
行
動
計
画
及
び
日
本
の
外
国

人
労
働
者
の
処
遇
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
日

本
の
政
労
使
や
学
者
が
活
発
な
意
見
を
交
わ

し
た
。
出
席
し
た
の
は
、
マ
ノ
ロ
・
ア
ベ
ラ

Ｉ
Ｌ
Ｏ
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
本
部
社
会
保
護
総
局
国

際
労
働
力
移
動
部
部
長
、
堀
内
光
子
・
Ｉ
Ｌ

Ｏ
駐
日
代
表
、
森
實
久
美
子
・
厚
生
労
働
省

職
業
安
定
局
外
国
人
雇
用
対
策
課
課
長
補
佐
、

須
賀
恭
孝
・
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
総
合

労
働
局
長
、
阿
部
博
司
・
日
本
経
済
団
体
連

合
会
労
働
政
策
本
部
、
森
廣
正
・
法
政
大
学

経
済
学
部
教
授
―
―
の
六
氏
。
司
会
は
、
鈴

木
玲
・
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
助

教
授
が
務
め
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
新
行
動

計
画
の
骨
子
と
日
本
の
外
国
人
労
働
者
受
け

入
れ
に
関
す
る
日
本
側
参
加
者
の
発
言
を
中

心
に
国
際
研
究
部
で
ま
と
め
た
も
の
。 

   

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
多
国
間
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク 

　
午
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
ま
ず
キ
ー
ノ

ー
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
の
ア
ベ
ラ
氏
が
、
二
一
世

紀
の
東
ア
ジ
ア
労
働
移
動
の
最
近
の
傾
向
と

移
民
管
理
の
現
行
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
概
観
。

そ
の
う
え
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
行
動
計
画
が
掲
げ
る

移
民
労
働
者
に
対
す
る
多
国
間
フ
レ
ー
ム
ワ

ー
ク
に
つ
い
て
解
説
し
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
加

盟
国
の
効
果
的
な
労
働
移
動
政
策
策
定
の
支

援
を
め
ざ
し
、
各
国
労
働
市
場
ニ
ー
ズ
に
基

づ
い
て
、
権
利
ベ
ー
ス
の
非
拘
束
的
な
多
国

間
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
開
発
す
る
方
向
で
合

意
し
て
い
る
。
同
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
盛
り

込
む
主
な
項
目
と
し
て
新
行
動
計
画
が
挙
げ

て
い
る
の
は
、
①
正
規
の
労
働
力
移
動
ル
ー

ト
の
拡
大
②
二
国
間
・
多
国
間
協
定
に
よ
る

管
理
強
化
③
採
用
過
程
の
監
督
④
非
正
規
の

労
働
移
動
、
密
入
国
、
人
身
売
買
へ
の
取
り

組
み
⑤
人
権
保
護
（
関
連
条
約
の
批
准
）
⑥

保
護
内
容
の
拡
充
⑦
送
金
コ
ス
ト
の
削
減
⑧

移
民
の
帰
国
、
再
統
合
、
技
術
の
移
転
促
進

⑨
技
能
・
資
格
の
相
互
認
証
⑩
特
定
の
職
種
・

部
門
に
従
事
す
る
移
民
労
働
者
の
男
女
別
リ

ス
ク
へ
の
対
応
⑩
社
会
保
障
の
可
搬
性
（
ポ

ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
―
―
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

ア
ベ
ラ
氏
は
、
行
動
計
画
の
実
施
に
移
す
上

で
検
討
す
べ
き
ア
ジ
ア
特
有
の
問
題
点
と
し

て
、
「
各
国
（
一
国
）
ベ
ー
ス
の
移
民
政
策
・

管
理
が
多
く
、
二
国
間
・
多
国
間
枠
組
み
の

策
定
が
遅
れ
て
い
る
」
こ
と
や
「
ゲ
ス
ト
ワ

ー
カ
ー
制
度
や
技
能
・
実
習
制
度
と
い
っ
た

短
期
受
け
入
れ
制
度
は
、
外
国
人
の
保
護
が

不
十
分
に
な
り
が
ち
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。 

　
質
疑
で
は
、
全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合

国
際
局
長
の
井
ノ
口
登
氏
が
、
現
在
フ
ィ
リ

ピ
ン
政
府
の
要
請
に
基
づ
い
て
検
討
段
階
に

あ
る
看
護
士
の
日
本
で
の
受
け
入
れ
に
つ
い

て
コ
メ
ン
ト
。
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
育
成
し
た

看
護
士
が
日
本
へ
流
出
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
初
期
医

療
へ
の
壊
滅
的
打
撃
を
与
え
か
ね
な
い
。
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
策
定
も
重
要
だ
が
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
は
現
状
や
政
策
決
定
過
程
へ
の
助
言
を
行

う
こ
と
も
必
要
だ
」
な
ど
と
述
べ
、
実
態
に

即
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
対
応
を
求
め
た
。 

   

連
合

と
日
本
経
団
連
の
見
解 

　
午
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ア
ベ
ラ
氏

の
基
調
講
演
を
踏
ま
え
、
政
労
使
及
び
森
教

授
が
、
行
動
計
画
と
日
本
の
外
国
人
労
働
者

の
受
け
入
れ
や
処
遇
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

見
解
を
主
張
。
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ

条
件
緩
和
の
是
非
に
つ
い
て
、
労
使
の
意
見

は
対
立
し
た
格
好
と
な
っ
た
。 

 

連
合
の
須
賀
氏
は
、
今
回
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
行
動

計
画
の
採
択
に
あ
た
り
、
労
働
側
全
体
と
し

て
は
「
移
民
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
上
で
保
護
の
拡
充
を
す
る
の
が
労
組
の

役
割
だ
」
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
い
た

中
で
、
受
け
入
れ
拡
大
に
つ
い
て
慎
重
な
姿

勢
を
示
す
少
数
派
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
置
き

し
た
う
え
で
、
今
後
の
国
内
の
外
国
人
労
働

者
政
策
の
柱
を
説
明
。
①
就
労
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
外
国
人
労
働
者
の
人
権
を
尊
重

し
、
同
等
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働

条
件
や
、
労
働
安
全
衛
生
、
労
働
保
険
の
適

用
を
確
保
す
る
②
外
国
人
単
純
労
働
者
の
在

留
資
格
、
就
労
資
格
は
緩
和
し
な
い
。
日
本

の
業
務
独
占
資
格
に
関
す
る
国
家
間
の
相
互
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認
証
は
し
な
い
③
連
合
、
地
方
連
合
会
な
ら

び
に
構
成
組
織
・
単
組
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
連

携
に
よ
り
積
極
的
な
外
国
人
相
談
を
実
施
す

る
―
―
の
三
項
目
を
掲
げ
た
。 

 

連
合
が
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
に

消
極
的
な
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
フ
リ
ー
タ

ー
や
ニ
ー
ト
の
増
大
、
高
齢
者
問
題
、
非
典

型
雇
用
の
増
大
、
雇
用
の
階
層
化
―
―
な
ど
、

国
内
に
お
け
る
雇
用
問
題
が
深
刻
化
し
つ
つ

あ
る
な
か
、
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ
は
、

外
国
人
の
底
辺
固
定
化
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
」

と
解
説
。
ま
た
、
年
末
に
控
え
た
国
際
自
由

労
連
（
Ｉ
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｕ
）
世
界
大
会
に
つ
い
て

も
言
及
し
、
移
民
労
働
者
の
不
公
正
な
労
働

条
件
、
生
活
条
件
の
改
善
を
国
際
労
働
運
動

の
基
本
に
据
え
、
外
国
人
へ
の
均
等
待
遇
の

実
現
に
む
け
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
九
七
号
条
約
（
雇
用

の
た
め
の
移
民
）
、
一
四
三
号
条
約
（
虐
待

を
伴
う
移
民
及
び
移
民
労
働
者
の
機
会
・
待

遇
の
平
等
）
の
批
准
を
求
め
る
運
動
を
継
続
・

強
化
す
る
方
針
を
改
め
て
確
認
し
た
。 

　
こ
れ
に
対
し
日
本
経
団
連
の
阿
部
氏
は
、

「
全
体
的
に
移
民
受
け
入
れ
の
マ
イ
ナ
ス
面

が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
」
と
述
べ
、
日
本

経
団
連
が
四
月
に
発
表
し
た
「
外
国
人
受
け

入
れ
問
題
に
関
す
る
提
言
」
を
紹
介
。
同
提

言
で
日
本
経
団
連
は
、
外
国
人
労
働
者
の
受

け
入
れ
拡
大
を
求
め
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
原
則
と
し
て
、
①
求
め
ら
れ
る
職
種
・

技
能
の
要
件
や
受
け
入
れ
人
数
、
期
間
を
明

確
に
し
、
合
理
的
な
基
準
か
つ
客
観
的
な
判

断
で
、
質
・
量
の
両
面
で
十
分
に
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
さ
れ
た
秩
序
あ
る
受
入
を
行
う
②
労
働

条
件
や
生
活
環
境
な
ど
の
面
で
、
人
権
や
尊

厳
を
尊
重
す
る
③
外
国
人
の
受
け
入
れ
が
、

受
け
入
れ
国
・
送
り
出
し
国
双
方
、
受
け
入

れ
企
業
、
外
国
人
双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト

と
な
る
も
の
と
す
る
―
―
の
三
本
柱
を
掲
げ

て
い
る
。
た
だ
し
、
「
国
内
法
令
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
、
最
低
賃
金
法
、

労
働
安
全
衛
生
法
な
ど
の
労
働
法
令
と
社
会

保
障
法
令
と
で
は
、
外
国
人
へ
の
適
用
に
区

別
は
や
む
を
得
な
い
」
と
し
て
、
あ
く
ま
で

も
基
本
的
な
労
働
条
件
保
護
の
徹
底
を
重
視

す
る
考
え
を
強
調
。
約
三
〇
万
人
に
の
ぼ
る

不
法
滞
在
者
へ
の
対
策
に
つ
い
て
も
触
れ
、

「
法
務
省
の
在
留
特
別
許
可
の
条
件
緩
和
に

よ
り
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
合
法
化
を
認

め
る
べ
き
だ
」
と
し
て
、
合
法
化
へ
の
積
極

的
な
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
の
ほ
か
阿
部
氏
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
行
動
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

移
民
関
連
業
務
で
の
国
際
機
関
の
重
複
が
な

い
よ
う
注
意
を
喚
起
し
た
う
え
で
、
「
条
約

の
批
准
よ
り
も
技
術
協
力
に
力
点
を
お
く
べ

き
だ
」
と
訴
え
た
。 

 

　 
 

国
際
的

に
容
認
さ
れ
る
受
け
入
れ
を 

　
森
・
法
政
大
学
教
授
は
、
国
際
的
な
視
野

か
ら
日
本
に
お
け
る
移
民
の
受
け
入
れ
の
あ

り
方
に
つ
い
て
解
説
し
た
。
国
連
人
種
差
別

撤
廃
条
約
の
批
准
を
契
機
に
、
外
国
人
の
入

居
拒
否
な
ど
を
め
ぐ
る
裁
判
例
が
増
加
し
、

差
別
の
是
正
が
進
ん
だ
こ
と
を
例
に
あ
げ
、

「
条
約
の
批
准
と
い
う
手
続
き
が
国
内
問
題

の
改
善
の
ツ
ー
ル
と
な
り
う
る
」
と
主
張
。

未
批
准
で
あ
る
移
民
労
働
者
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ

Ｏ
九
七
号
条
約
、
一
四
三
号
条
約
の
早
期
批

准
を
求
め
た
。
森
教
授
は
ま
た
、
米
国
務
省

が
発
表
し
た
〇
四
年
版
「
人
身
売
買
報
告
書
」

が
、
日
本
を
先
進
国
で
唯
一
の
「
監
視
対
象

国
」
（
制
裁
対
象
の
一
歩
手
前
）
に
分
類
し

た
こ
と
に
言
及
。
不
法
滞
在
者
の
待
遇
に
つ

い
て
、
国
際
的
な
批
判
が
高
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。 

 

現
在
、
政
府
は
同
報
告
書
に
対
応
す
る
か

た
ち
で
、
人
身
売
買
防
止
策
を
協
議
す
る
関

係
省
庁
連
絡
会
議
を
設
置
し
、
人
身
売
買
罪

を
設
け
る
方
向
で
、
法
改
正
を
検
討
し
て
い

る
。
だ
が
、
従
来
か
ら
不
法
就
労
者
の
取
り

締
ま
り
・
摘
発
を
強
化
し
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
外
国
人
労
働
者
の
三
分
の
一
を
不

法
就
労
者
が
占
め
る
日
本
の
現
状
に
際
立
っ

た
変
化
は
み
ら
れ
て
い
な
い
。
人
身
売
買
と

い
っ
た
極
端
な
ケ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
オ
ー

バ
ー
ス
テ
イ
な
ど
で
不
法
滞
在
す
る
外
国
人

が
、
３
Ｋ
労
働
、
低
賃
金
、
未
払
い
賃
金
、

労
災
へ
の
不
対
応
、
突
然
解
雇
、
社
会
保
険

未
加
入
な
ど
の
問
題
に
晒
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
は
後
を
絶
た
な
い
。 

 

こ
う
し
た
現
状
に
つ
い
て
森
教
授
は
、
「
摘

発
の
み
の
強
化
で
合
法
化
の
道
を
閉
ざ
す
の

は
矛
盾
が
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
条
件
と
し

て
、
①
妥
当
な
収
入
の
確
保
②
社
会
へ
の
溶

け
込
み
努
力
③
違
反
・
犯
罪
歴
な
し
―
―
を

提
示
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
合
法
的
外

国
人
労
働
者
の
雇
用
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
は
、

直
接
雇
用
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
最

近
で
は
四
割
以
上
の
受
け
入
れ
企
業
が
、
受

け
入
れ
に
伴
う
生
活
、
言
語
面
で
の
管
理
や

援
助
を
人
材
派
遣
な
ど
の
間
接
雇
用
の
チ
ャ

ネ
ル
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
。
保

護
の
低
下
を
招
か
ぬ
よ
う
、
「
現
場
の
労
働

者
や
企
業
側
と
の
連
携
で
、
地
域
社
会
な
ど

多
方
面
で
の
援
助
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
」

と
訴
え
た
。 

　
こ
う
し
た
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
体
制

強
化
へ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
森
教
授

は
、
全
国
自
治
体
、
組
合
、
女
性
団
体
、
宗

教
団
体
、
地
域
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
職
業
安
定
所
の

外
国
人
相
談
コ
ー
ナ
ー
、
国
際
交
流
協
会
等

の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
、
外
国
人
労
働
者

受
け
入
れ
体
制
強
化
の
有
用
性
に
着
目
。
「
教

育
、
住
宅
、
言
語
、
政
治
参
加
、
地
域
交
流

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
連
携
が
可
能
だ
」

な
ど
と
述
べ
た
。
そ
の
好
事
例
と
し
て
森
教

授
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
を
中
心
と
す
る
外

国
人
が
人
口
の
一
四
％
（
約
六
〇
〇
〇
人
）

を
占
め
る
群
馬
県
大
泉
町
の
ケ
ー
ス
を
紹
介

し
た
。
同
町
で
は
、
受
け
入
れ
企
業
が
役
場

の
積
極
的
な
関
与
を
得
て
、
教
育
、
住
居
な

ど
を
含
む
受
け
入
れ
体
制
の
整
備
を
進
め
て

い
る
。
森
教
授
は
、
「
日
本
の
移
民
政
策
の

策
定
に
は
「
人
の
受
け
入
れ
」
と
い
う
視
点
、

社
会
生
活
面
す
べ
て
に
及
ぶ
と
い
う
認
識
が

必
要
だ
」
と
改
め
て
強
調
。
二
国
間
協
定
、

研
修
・
技
能
実
習
制
度
を
含
め
、
開
発
途
上

国
へ
の
支
援
の
あ
り
方
に
関
す
る
見
直
し
を

求
め
た
。 

   

改
善
求

め
ら
れ
る 

　
研
修
・
技
能
実
習
制
度 

 

質
疑
で
は
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
、
「
日
本
の

外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
は
、
人
手
不

足
業
種
が
研
修
科
目
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

外
国
人
労
働
者
の
底
辺
で
の
固
定
化
を
招
い

て
い
る
」
と
の
指
摘
に
対
し
、
労
使
が
そ
れ

ぞ
れ
見
解
を
述
べ
た
。
ま
ず
、
連
合
の
須
賀

氏
が
「
確
か
に
本
来
の
制
度
趣
旨
ど
お
り
に

運
用
さ
れ
て
い
な
い
現
状
は
否
め
な
い
。
地

方
連
合
会
の
労
働
相
談
窓
口
を
通
じ
て
、
未

払
い
、
労
災
の
適
用
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
の

報
告
が
多
数
あ
る
」
と
発
言
。
早
急
な
見
直

し
の
必
要
を
政
府
に
求
め
る
と
と
も
に
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
と
の
連
携
で
是
正
に
向
け
た
努
力
を
す

る
連
合
方
針
を
説
明
し
た
。 

 

一
方
阿
部
氏
は
、
日
本
経
団
連
の
掲
げ
る

研
修
・
技
能
実
習
制
度
の
具
体
的
な
改
善
策

と
し
て
、
①
受
け
入
れ
機
関
の
不
正
行
為
に

対
す
る
処
分
内
容
の
強
化
（
新
規
受
け
入
れ

の
停
止
期
間
を
現
行
の
三
年
か
ら
五
年
に
延

長
）
②
不
適
格
な
研
修
・
技
能
実
習
の
実
態

が
あ
る
場
合
は
早
期
帰
国
制
度
の
導
入
―
― 
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の
二
項
目
を
あ
げ
た
。
ア
ベ
ラ
氏
は
、
「
日

本
で
得
た
技
術
が
帰
国
後
生
か
せ
る
よ
う
、

商
工
会
議
所
な
ど
を
通
じ
、
研
修
・
技
能
実

習
制
度
と
技
術
移
転
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
確

保
す
る
方
向
が
望
ま
し
い
」
と
制
度
の
改
善

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
。
ま
た
、
研
修
・
技
能

実
習
生
の
処
遇
に
つ
い
て
、
「
制
度
の
背
景

に
は
、
移
民
の
長
期
滞
在
化
を
防
ぐ
趣
旨
が

あ
る
。
制
度
自
体
に
も
権
利
の
制
限
が
あ
る

う
え
に
、
実
態
面
で
も
人
権
侵
害
を
招
き
や

す
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
処
遇
の
改
善
や

差
別
の
防
止
に
は
、
「
国
内
政
策
は
も
と
よ

り
、
自
治
体
・
地
域
レ
ベ
ル
、
企
業
レ
ベ
ル

の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
効
果
的
だ
」
と
訴
え
た
。 

   

ニ
ュ
ー
エ
ー
ジ
の
移
民
管
理
で 

　
ア
ベ
ラ
氏
は
、
二
一
世
紀
の
ニ
ュ
ー
エ
コ

ノ
ミ
ー
の
進
展
に
よ
る
知
的
産
業
の
競
争
の

激
化
が
、
高
技
能
労
働
者
の
移
動
を
加
速
化

し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
、
「
移
民
政
策

の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
労
働
者

も
念
頭
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
述

べ
た
。
ア
ベ
ラ
氏
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴

っ
て
労
働
者
の
価
値
観
が
多
様
化
す
る
今
、

「
母
国
へ
の
忠
誠
、
異
国
へ
の
抵
抗
、
あ
る

い
は
国
民
性
に
対
す
る
価
値
観
が
変
容
し
つ

つ
あ
る
ニ
ュ
ー
エ
ー
ジ
（
新
時
代
）
を
迎
え
、

従
来
の
国
籍
概
念
に
対
す
る
重
み
が
希
薄
に

な
っ
て
い
る
」
と
分
析
。
新
時
代
の
移
民
管

理
に
は
、
国
ベ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
個
々
人

の
権
利
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
と
な

る
と
の
視
点
だ
。 

　
　
　
　
　
（
国
際
研
究
部
　
戎
居
皆
和
） 

 
厚生労働省の研究会報告 
 
「外国人雇用問題研究会」とりまとめ（平成14年７月） 
　厚生労働省の外国人雇用問題研究会（座長・岩村正
彦東京大学教授）は平成14年７月、外国人労働者受入
れの在り方について考慮すべきことを整理したとりま
とめを発表した。まとめでは、受入れ制度の見直しを
検討する場合、以下の３つの留意点と７つの基本的事
項に留意しながら議論を行う必要があるとしている。  
【３つの留意点】  
 ａ．経済や社会の在り方を含めた「国家」の在り方が 、

外国人労働者受入れの在り方の前提となるもの
であること 

 ｂ．外国から「労働力」を求めたとしても、受け入
れるのは「人間」であること  

 ｃ．外国人労働者受入れには様々な問題が伴い、受
入れ国はその解決に向けて絶えず努力を続ける
必要があること 

【７つの基本的事項】 
（１）国の在り方や中長期的な政策の方向性との整合

性の確保＝外国人労働者の受入れは、目指すべ
き国家の在り方を踏まえ、中長期的な産業政策
や少子・高齢化対策等の様々な政策との整合性
を確保することが必要である。  

（２）国内労働市場政策の優先＝外国人労働者の受入
れの必要性を考える際には、まず、国内労働力
の供給を促進するための施策等を実施すること
が必要である。  

（３）国内労働市場への悪影響の防止＝外国人労働者
の受入れに当たっては、国内労働市場への影響
を十分に考慮し、国内労働者の雇用機会の縮小
や労働条件の悪化につながることのないように
すべきである。  

（４）国内産業への悪影響の防止＝外国人労働者の受
入れにより、本来なされるべき雇用環境の改善

や設備投資による生産性の向上等、産業の高度
化が阻害されることのないようにすべきである。  

（５）我が国社会の在り方と日本人のアイデンティテ
ィについての合意＝外国人労働者を受け入れる
に当たっては、とりわけ長期間の滞在を認める
場合には、我が国の社会の在り方と「日本人と
は何か」について改めて国民のコンセンサスを
得ることが必要である。  

（６）受入れに伴う様々な社会的コストの負担につい
ての合意＝外国人労働者を受け入れる際には単
に労働政策のみならず、年金や医療保険などの
社会保障や住宅問題、子弟の教育問題など社会
的統合の促進のための様々な施策を検討し、実
施することが必要であり、その在り方とコスト
負担についての国民のコンセンサスが必要である。  

（７）外国人の人権や外国人のアイデンティティへの
配慮＝入国した外国人については、日本人と同
様に基本的人権が保障されるべきであり、また、
外国人としてのアイデンティティを認め、日本
社会で共生していくための配慮が必要である。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/07/tp0711-1.html 
  
 ｢外国人労働者の雇用管理のあり方に関する研究会」
報告書（平成16年７月） 
　厚生労働省は今年7月20日、「外国人労働者の雇用管
理のあり方に関する研究会」（座長：鈴木宏昌・早稲
田大学教授）の報告書をまとめ公表した。報告は、①
現状と対策②雇用管理等に関する課題③雇用管理等に
係わる支援の実施④雇用管理以外に提起された問題――
4章からなり、製造現場における請負等間接雇用の増大
に対して請負業者への関係法令知識の普及啓発や外国
人労働者に対する相談体制の整備など、支援施策の実
施を求めている。 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0720-1.html


